
帯広市地域自立支援協議会「差別解消部会」設置取扱基準 新旧対照表 

改 正 後 改   正   前 備考 

帯広市地域自立支援協議会「差別解消部会」設置取扱基準 

 

第１条～第３条（略） 

第４条 部会長 

（１） 部会に部会長を置き、部会長は帯広市市民福祉部長とする。 

（２） （略） 

第５条 相談体制の整備 

（１）障害者及びその家族その他の関係者（以下「相談者」という。）

からの相談に的確に対応するための相談窓口を帯広市市民福祉部

福祉支援室障害福祉課（以下「障害福祉課」という。）並びに十勝

障がい者総合相談支援センター（以下「支援センター」という。）

に設置する。 

（２）～（３）（略） 

第６条～第７条（略） 

 

附 則 

（施行期日） 

 この取扱基準は、平成２８年８月１０日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

 この取扱基準は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

帯広市地域自立支援協議会「差別解消部会」設置取扱基準 

 

第１条～第３条（略） 

第４条 部会長 

（１） 部会に部会長を置き、部会長は帯広市保健福祉部長とする。 

（２） （略） 

第５条 相談体制の整備 

（１）障害者及びその家族その他の関係者（以下「相談者」という。）

からの相談に的確に対応するための相談窓口を帯広市保健福祉部

障害福祉課（以下「障害福祉課」という。）並びに十勝障がい者総

合相談支援センター（以下「支援センター」という。）に設置する。 

 

（２）～（３）（略） 

第６条～第７条（略） 

 

附 則 

（施行期日） 

 この取扱基準は、平成２８年８月１０日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更） 

 

 

 

（変更） 

（一部追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

資料１ 



 

別表 

 

分 類 機関・団体名 備考 

（略） （略） （略） （略） 

行
政 

地方公共 

団体 

（削除） 
（削除） 

 

帯広市市民福祉部福祉支援室 障害福祉課 

帯広市市民福祉部こども福祉室 こども課・子育て支援課 

帯広市経済部商業労働室 商業労働課 

帯広市都市環境部都市建築室 都市政策課 

帯広市学校教育部教育総務室 企画総務課 

帯広市生涯学習部生涯学習文化室 生涯学習文化課 

 

 

 

 

別表 

 

分 類 機関・団体名 備考 

（略） （略） （略） （略） 

行
政 

地方公共 

団体 

帯広市市民活動部 
安心安全推進課（帯広市消費

生活アドバイスセンター） 

帯広市保健福祉部 障害福祉課 

帯広市こども未来部 こども課・子育て支援課 

帯広市商工観光部 工業労政課 

帯広市都市建設部 都市計画課 

帯広市学校教育部 企画総務課 

帯広市生涯学習部 生涯学習課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

（変更・一部追加） 

（変更・一部追加） 

（変更・一部追加） 

（変更・一部追加） 

（一部追加） 

（一部追加） 

 

 

 

 

 

 


